
 

仕様書 

 

１．件名  

  2024 年度 業務システムに係る管理・運用支援業務 

 

２．目的 

  放送大学学園（以下「学園」という。）の教務情報システム、図書システム、人

事給与システム及び財務会計システム（マイナンバー管理システム含む）の４シス

テム（以下「業務システム」という。）の円滑な安定運用を図ることを目的とし、

学園サーバ室の環境管理やサーバ室設置の業務システムの機器操作、障害監視及び

バックアップ処理等の管理者業務並びに、各業務システムの利用申請受付及びユー

ザ登録・変更作業など本学園の教職員が業務システムを利用するために必要なユー

ザ登録管理業務及び問合せ対応等を行うものである。 

 

３．業務内容 

業務システムに係る管理・運用支援業務は、次の業務を速やかに遂行すること。 

 

(1) 業務システムを安定稼動させるために、学園サーバ室の空調機の操作や状態の

監視・記録を行い、温湿度や漏水等の環境管理を行うこと。なお、異常を発見し

た場合は、直ちに指揮命令者へ対策を提案し、承認を受けた上、対応すること。 

(2) 学園サーバ室に設置している業務システムのハードウェアの状態やサーバの

ログ等を監視すること。なお、異常を発見した場合は、直ちに指揮命令者へ対策

を提案し、承認を受けた上、対応すること。 

(3) 学園サーバ室に設置している業務システムのバックアップについて、処理結果

の確認や記録媒体の交換・管理等、バックアップ処理に係る作業を行うこと。バ

ックアップ処理が正常でなかった場合、直ちに指揮命令者へ対策を提案し、承認

を受けた上、対応すること。 

(4) 業務システムの動作が不安定等である場合、業務システムにサーバ再起動等の

機器操作が必要かを判断し、指揮命令者の承認を受けた上、対応すること。 

(5) 業務システムのユーザ登録管理として、ユーザ登録・変更・削除申請受付、ユ

ーザ登録・変更・削除作業、利用通知書の発行、権限設定・変更作業及び管理台

帳更新や、必要に応じ申請元部署への確認・調整、各種問合せへの対応等、ユー

ザ登録に係る一連の作業（システムごとにユーザ登録管理の手順は異なる)を行

うこと。 

(6) 業務システムの利用について、教職員からの問合せに対応すること。また、異

常が発見された際は、原因調査を行い原因の一時切分けを行うこと。 

(7) 業務システムに関して利用者向けの FAQ 及び操作方法のマニュアルを整備、公

開すること。 

(8) データ作成依頼への対応等、業務システムからのデータ抽出・加工作業及び教

職員への支援を行うこと。抽出したデータのマッチングや集計処理の操作を行う

必要がある場合は、その作業を行うこと。 
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(9) 業務システムについて定期的に行う作業のマニュアルを整備すること。 

(10)上記以外で必要に応じ、指揮命令者より関連する業務の指示を受けた場合、速

やかに遂行すること。 

 

４．就業場所 

  千葉県千葉市美浜区若葉２丁目１１番地 

  放送大学学園情報部情報推進課 

 

５．指揮命令者 

  情報部情報推進課業務システム係長 

 

６．派遣期間 

  ２０２４年４月１日（月）～ ２０２５年３月３１日（月） 

  （土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始 

（２０２４年１２月２９日から２０２５年１月３日）を除く） 

 

７．就業時間 

平日９時００分～１７時４５分（実労働７時間４５分、休憩１時間） 

ただし、業務の状況により１７時４５分から２２時の範囲内で勤務させることが

ある。 

 

８．派遣人数 

   １人 

 

９．超過勤務時間代金 

  １日７時間４５分を超える超過時間の代金額は、労働基準法第３２条第２項に定

める労働時間である１日８時間までは割増しなしの単価に基づき計算することと

し、８時間を超えた場合には、契約単価に１００分の１２５を乗じて得た単価に基

づき計算することとする。なお、割増し時に当該単価及び割増代金額に１円未満の

端数が生じた場合は、５０銭未満の端数を切り捨て、５０銭以上 1 円未満の端数を

1 円に切り上げるものとする。 

   

10．休暇 

(1) 派遣職員は休暇を希望する場合は、やむを得ない事情が無い限り、事前に指揮

命令者に通知すること。 

ただし、通知された日の休暇取得が業務の運営に著しく支障を来たすと指揮命

令者が判断した場合は、指揮命令者は取得予定日の変更を依頼することができる

ものとする。 

(2) 派遣職員が一週間を超える連続した休暇を取得する場合、指揮命令者は派遣職

員の代替者の派遣を要請できるものとする。 
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11．派遣職員に求められる能力 

派遣職員は、「３.業務内容」を円滑に遂行できる能力を有することとし、特に以

下に記述した能力を有すること。 

 

(1) サーバ管理者としての作業を確実に行うため、また、学園の制度や業務の変更

等に応じ、「３.業務内容」の手順等について見直しや変更を派遣職員自ら実施す

るため、情報システムの管理・運用支援業務の経験を３年以上有すること。 

(2) ユーザ管理台帳の取扱いや、依頼データの作成又はユーザ登録管理業務に必要

となるデータ作成のため、Microsoft Access 及び Microsoft Excel を操作でき、

かつ集計表作成を行えること。 

(3) 学園の教職員からの各種問合せへの対応や、教職員のシステム利用を支援する

ため、ユーザサポート業務の経験を３年以上有すること。 

 

12．派遣職員の交替 

(1) 学園が次に該当するとして派遣職員の交替を要請した場合、派遣元事業者は交

替の派遣職員を措置すること。 

① 派遣職員が「11．派遣職員に求められる能力」を有さないと指揮命令者が判

断したとき。 

② 派遣職員が業務遂行に不適当であると、指揮命令者が判断したとき。 

③ 業務の履行に当たり、派遣職員が不品行であると、指揮命令者が判断し                

たとき。 

④ 「14．厳守事項」が守られなかったとき。 

(2) 派遣元事業者の都合（倒産を除く）及び派遣職員の都合により、業務の遂行が

不可能となった場合、交替の派遣職員を措置すること。 

(3) 派遣職員の交替に伴い引継ぎ作業で発生した費用は派遣元事業者の負担とす

る。 

 

13．業務報告 

(1) 派遣職員は、勤務時間及び実施した業務内容について、学園の指定する様式で

日報を作成し、学園情報部情報推進課に提出するものとする。 

(2) 派遣元事業者は、毎月の業務終了後「業務完了報告書」を学園財務部経理課に

提出するものとする。 

 

14．厳守事項 

(1) 派遣元事業者は、派遣職員の身元保証等についてその責を負うこと。 

(2) 派遣職員は、勤務場所における盗難防止、整理整頓を責任もって行い、学園が

貸与するものについては、十分注意を払い良好な管理を行うこと。 

(3) 派遣職員は、指揮命令者の了解なく定められた場所以外に無断で立入ってはな

らない。 
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(4) 派遣職員は、業務上知り得た全ての学園の情報について、他に漏らしたり、他

の目的に利用してはならない。 

また、業務以外では、用途、目的及び媒体を問わず、情報を保存したり、学園

外へ持出してはならない。 

 

15．契約の解除 

学園又は派遣元事業者がこの契約に違背した場合、その相手方はこの契約を解除

することができる。 

この場合、違約金は学園と派遣元事業者の協議により決定する。 

 

16．損害賠償 

派遣元事業者は、派遣職員が業務遂行に関し、学園又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

17．その他 

(1) 派遣職員に身分証明書を常時携帯させるものとし、学園の要請があったとき

は、これを提示させるものとする。 

(2) 契約締結後速やかに職員の派遣体制等を明示した実施体制図を学園情報部情

報推進課へ提出すること。 

(3) この仕様に定めのない事項については、学園と派遣元事業者による協議のうえ

定めるものとする。 


